
東大通みちばたリビング出店要項
出店場所：新潟駅前ストリートテラス（マルタケビル様前）

＜出店募集日＞

5/29(木)・5/30(金)
6/5(木)・6/6(金)・6/7(土)・6/8(日)

開催：5月24日（土）～6月8日（日）の木曜日～日曜日
時間：11:00～17:00

※5/24（土）・5/25（日）・5/31（土）・6/1（日）の４日間は別途主催者による企画を開催します

主催
新潟市・東大通利活用実行委員会
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東大通みちばたリビング 春開催

１．出店場所について
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通路

A区画：3M×５．３M（カウンター出店のみ）
B区画：５M×５．３M
C区画：５M×５．３M
※ウッドデッキ通路の確保（２M）
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D区画：横８M×奥行２．４M
E区画：横5M×奥行３．３M（キッチンカー出店区画）

出店エリア
５.3M 

歩行エリア
3M 

座席エリア
（ウッドデッキ）

B・C区画の特徴
NIIGATAモニュメント前。撮影スポットで立ち止まりやすい。

D・E区画の特徴
ウッドデッキ座席エリアが隣接。（買い物後の飲食・休憩誘導）

※キッチンカー出店イメージ ※ウッドデッキ座席エリア

A区画の特徴
駅前交差点に一番近い区画。信号待ちの際に目が止まりやすい。

ガス灯/標識があるためカウンター展示出店のみになります。
（カウンター：横2.9M×奥行48cm）

新潟駅➡←万代

道路側

(参考) 
昨年開催時の日あたり歩行者数：約7,000人

※昨年開催の様子

本部

E区画には常設本部が設置されます。

※区画の指定はできません。主催者にて割り当ていたします。



４．火気の使用について
・火気を使用する場合は、各自消火器のご用意をお願いします。

５．清掃・ゴミについて
・ブース内の後片付け、清掃は各出店者の責任において実施をお願いします。

・ご利用に際して発生するゴミは、ごみ袋を用意して回収をお願いします。テラス内で飲食される

お客様にも、販売物の容器などは各ブースで回収する旨ご案内をお願いします。

※テラス内の美化にご協力をお願いいたします。

・主催者は会場の保全管理に最善の注意を払いますが、出店品・販売品の保護については、

各出店者でお願いします。

・盗難、金銭のやり取りや、売買に関するトラブルなどあらゆる原因から生ずる損失又は損害

について、主催者側での責任は一切負いません。各自の責任において管理をお願いします。

・出店者はその従業員・関係者の不注意などによって会場内及び、その周辺建築物・設備に
対する全ての損害について、直ちに賠償するものとします。

６．出店品の管理と免責について

・出店者は、出店物の搬入、展示、実演、販売、撤去などを行う際は事故の発生防止に努めて

ください。

・主催者は出店者が行うこれらの作業、行為については必要と認めた際は、事故の発生防止の

ための処置を命じ、その作業、行為の制限、もしくは中止を求めることがあります。

・出店者は、調理・販売などを行う際は事故の発生防止に努めてください。

３．出店環境

・電源、給排水設備。備品類の貸出はありません。
・車を乗り入れた出店は、区画内に収まるようお願いします。
・現地で調理が伴う飲食販売は、キッチンカーのみとします。
（お弁当などお店で調理した商品の販売は可能です。）

１．出店条件

・アンケートに回答いただける方。
・暴力団等の排除に関する誓約書兼同意本文の提出（別紙１）。

２．出店料

【出店料】
1区画 1,000円／日 2区画 1,500円／日
※2区画まで

【売上料】
出店料に加え、物販される方は1日の売上から5％をお支払い
いただきます。
（10円切り捨て、1万円を上限。）
当日本部へ売上報告の上、お支払いをお願いします。

２．出店条件の詳細

※受付申し込み締め切り後、主催者側で協議の上、5/14（水）を目途にお知らせします。



私（当法人・当団体）は東大通みちばたリビングへ出店するに当たり，下記の事項について誓約します。

記

１ 私（当法人・当団体）は次のいずれにも該当しません。
(1) 暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成24年新潟市条例第61号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）
(2) 暴力団員（新潟市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
(3) 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者

をいい，法人以外の団体である場合は代表者，理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）が暴
力団員であるもの

(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの
(5) 自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用しているもの
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持

運営に協力し，又は関与しているもの
(7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

暴力団等の排除に関する誓約書兼同意本文

別紙１



[参考]
2024年 春開催写真


